
 
みちのく潮風トレイル基盤整備実証事業 説明書 

 

1．目的 

令和8年3月27日に閣議決定された「観光立国推進基本計画（第5次）」では、地方部への

誘客促進が一層重要な政策課題の一つとして位置付けられた。東北運輸局においても、同年4

月3日に「東北ブロックにおける観光立国の推進に係る中期方針」を改定し、外国人延べ宿泊

者数600万人泊、消費額2,000億円の達成を2030年までのインバウンド目標として掲げるとと

もに、旅行者、観光産業、地域社会・住民、地域環境の「四方よし」の観光を核とした地域づ

くりを通じて、持続的な好循環サイクルの創出を目指している。 

令和7年の東北地方における外国人延べ宿泊者数は277万人泊と過去最高を記録した一方、

全国に占めるシェアは1.6％にとどまっており、都市部や一部の有名な観光地に訪日外国人旅

行者の多くが集中しているため、地域独自の観光資源を活用しながら地方部への誘客促進等を

図っていく必要がある。 

みちのく潮風トレイル（以下、MCTという。）においては、青森から福島まで4県29市町村

に跨がる約1,000kmを超える日本最大級のロングトレイル、東日本大震災からの復興の象徴と

して整備、全線開通6年を経て、国内外のハイカーが訪れるようになっており、旅行商品造

成、受入整備、販路構築、認知度向上の取り組みが進められている。 

一方、地域情報の分散、事業者の点在、需給における地域間格差の偏在、特定の組織・事業

者への実務負担の集中など、構造的な課題が顕在化していることから、本事業では、関係者連

携による広域型のコンソーシアムの構築も視野に地域実証を行い、サプライヤーの連携手法、

来訪者のニーズ、ペルソナ定義、情報提供手法、必要なサービスについて検証し、自律的に取

組を進めるための中長期的な方向性を示すことを目的として実施するものである。 

 

2．事業主体 

  東北運輸局 

 

3．業務内容 

（1）MCTにおける受入体制の現状、域内事業者の課題・要望の把握及び先進地事例調査の実施 

  ①ヒアリング調査 

  ・MCT 利用者の受入を行う東北域内の事業者に対し、受入体制の現状、課題や要望をヒアリ

ングし、とりまとめること。 

・ヒアリングは、トレイルセンター、ビジターセンター、ガイド、ランドオペレーター、宿

泊施設、観光事業者、交通事業者、荷物搬送業者等に対し、全体で20者程度のヒアリング

を想定している。 

 

②先進地事例調査 

・国内外のロングトレイルコースにおいて、問い合わせ・旅行手配対応、緊急時対応、情報

発信や収益事業等を一元的に管理・運営している地域や事例等を国内外 3 カ所程度調査



 
（机上調査可とするが、1 カ所以上は現地調査を実施）することとし、調査結果を取りま

とめる。なお、収益事業については、ツアーや物販だけでなく、ハイキングパスポートな

ど幅広く事例を調査すること。 

・企画提案内容を踏まえ、協議の上、調査先を決定する。 

 

（2）一元的な窓口機能として必要なサービス（有料含む）の可視化 

・（1）の調査結果を踏まえ、一元的な窓口機能に必要なサービスを抽出・整理し、とりまと

めを行うこと。 

・有料サービスについては、価格帯、提供条件、利用メリット、その他参考になる事項につ

いて整理し、とりまとめを行うこと。また、（4）実証実験の実施における収支計算を行い、

とりまとめること。 

 

（3）新たな運営主体の構想検討及び運営モデル作成 

・（1）～（2）を踏まえ、新たな運営主体の構想及び連携体制を検討し、運営モデルを作成す

ること。 

・運営モデル作成においては、「情報発信」「受入体制」「旅行手配」「収益事業」「保全と活

用の両立」を観点とし、作成すること。なお、「保全と活用の両立」においては、令和7年

度実証事業「ガイド等を介した訪日外国人旅行者からの寄付金収受による地域の収益化モ

デル構築に向けた実証事業」を踏まえること。 

・運営モデル作成においては、MCT の関係者等に横展開できるよう、汎用性が高い内容とす

ること。 

 

（4）実証実験の実施 

  ・MCTのエリアにおいて、既存のWEBサイトを活用した一元的な窓口機能を有したサービスを

提供する実証実験を行うため、必要な調整を行うこと。 

・実証実験は、セクションハイカー向けに 1 回以上実施するため、実施地域、時期、日数等

について、根拠を付して提案すること。提案内容を踏まえ、協議の上、詳細を決定する。 

  ・実証実験における一元的な窓口機能は、24時間体制で実施するものとする。 

・以上を踏まえ、実証実験に適した実施エリアについて根拠を付して提案すること。企画提

案内容等を踏まえて、地域を選定する。 

・候補となる実施エリアにおける関係者（トレイルコース関係者、自治体、DMO 等）との連

絡調整を行うこと。 

・実施においては、窓口機能や運営体制の課題の抽出及びセルフガイドに必要な支援サービ

スの抽出を行うことから、ハイカーへのアンケートによる定量効果や運営関係者へのヒア

リングによる定性効果を把握し、とりまとめること。 

 

（5）MCT関係者向けセミナーの開催 

  ・本事業の結果の情報共有及び機運醸成を図ることを目的としたセミナーを開催するため、



 
必要な手配、運営等を行うこと（セミナー資料作成、会場設営、参加者の募集、当日の説

明・議事録作成、参加者アンケートの実施、関係者等との連絡調整等） 

  ・セミナーは、仙台市内（東北運輸局会議室想定）にて、オンラインとの併用にて、1 回実

施する。 

・また、必要に応じて専門的知見からアドバイスを求めるための有識者を招聘することがあ

る。その場合は、有識者への謝金・旅費等は本事業費より支出すること。 

 

（6）事業報告書の作成 

  ① 実施した業務の内容について、調査結果等を盛り込んだ事業報告書を以下のとおり作成

すること。なお、報告書はPowerPoint、WordもしくはExcel形式など二次利用可能な形式に

て作成するものとする。  

    ・日本産業規格Ａ４判（簡易製本、カラー）  2部  

・電子データ（ＤＶＤ－Ｒ） 2枚 

  ② 実施内容の概要をとりまとめた概要版報告書（A3 片面～両面程度・様式自由）も作成

すること。作成要領等については事業者特定後に伝達する。 
 
（7）その他 

  ・事業の実施にあたっては、東北運輸局の監督職員と密接な連携を保ちつつ進めるものとす

る。なお、事業の進め方、内容等について疑義が生じた場合は、その都度協議の上対応す

るものとする。 

  ・令和 7 年度実証事業「ガイド等を介した訪日外国人旅行者からの寄付金収受による地域の

収益化モデル構築に向けた実証事業」について、資料の閲覧を希望する場合は、その旨、

申し出ること。 

 

4．企画提案書作成に際しての留意事項 

（1）日本産業規格Ａ４版とすること。 

（2）提出期限までに提出されなかった企画提案書は、いかなる理由をもっても特定されない。 

（3）企画提案書の差し替え及び再提出は、原則認めない。 

（4）採用しなかった企画提案書は原則返却するが、電子データで提出された場合又は返却を希望

しない旨の申し出があった場合は、当局において破棄する。 

（5）企画提案書に記載すべき事項は「5．企画提案書に盛り込む事項」のとおりであり、具体

的、かつ、簡潔に記載し、評価基準と提案内容の関係が、明確に判断できるようにするも

のとすること。 

 

5．企画提案書に盛り込む事項 

（1）「3．業務内容」に関する具体的な企画案（項目、方法等） 

（2）業務実施体制、作業工程  

（3）企画競争参加者の概要等  

  ・企画競争参加者の概要  



 
  ・担当者の氏名及び連絡先  

（4）参考見積（概算・消費税含む） 

（5）再委託に関すること 

・ 再委託の予定（下記②の業務に限る）がある場合は、再委託先の事業者名、住所、再委

託する業務範囲を記載すること。なお、契約後再委託を行う際には、あらかじめ東北運輸

局の承諾を得る必要があるので留意すること。 

※東北運輸局の承諾を要する再委託の範囲は、次の区分における②をいう。 

① 「業務の全部を一括」して又は「業務の主たる部分」（業務における総合的企画、業

務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等）は、再委託を行うことはできない。 

② 「業務の主たる部分」及び「軽微な業務」を除く業務は、再委託に際し、東北輸局の

承諾を要する。 

③ 「軽微な業務」（コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、

模型作成、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等）は、再委託に際し、

東北運輸局の承諾を要さない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び

行政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限りではない。 

（6）令和 7・8・9年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）に係る資格審査結果通知書の

写し（共同して提案を行う者についても提出のこと） 

 

6．提案書を特定するための評価基準 

別紙1のとおり 

 

7．本事業に係る受付窓口、受付期間 

（1）受付窓口 

東北運輸局 観光部 国際観光課 

〒983－8537 仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎3階 

電話022－791－7510 

E-mail:  tht-kokusai@gxb.mlit.go.jp 
（2）受付期間 

令和8年5月18日（月）令和8年6月1日（月) 17：00まで  

（3）質問を受け付けない項目 

① 他の応募者からの企画提案書提出に関する質問 

② 積算に関する内容 

 

8．書類等の作成に用いる言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨による 

 

9．契約書の作成 

要 

 



 
10．支払条件 

本業務終了後、検査職員により業務完了検査を行い合格後、適法な請求書を受理してから 

30日以内に代金の支払いを行う。 

 

11．概算予算額 

10,000千円以内（消費税含む） 

 

12．事業実施期間 

契約の日から令和9年3月12日（金）まで 

 

13．その他 

（1） 提出された企画提案書の内容について、必要に応じてヒアリングを行うことがある。 

（2） 企画提案書を提出したもののうち企画提案書を特定しなかった応募者に対しては、当該企

画提案書を特定しなかった旨及び非特定理由を書面により通知する。 

（3） 採用した企画提案書は、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があった場合、

あらかじめ「開示」を予定している書類とする。 

（4） 提出された企画提案書が全て特定するに至らない場合若しくは企画提案書の提出がなかっ

た場合は、中止またはその他の方法によることとする。 

（5） 提出した「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合確認表」につ

いて、認定の取消しなどによって提出した内容と異なる状況となった場合には速やかに申

し出ること。 

（6） 企画競争の実施結果として、以下の項目について、採用通知後速やかに公表し少なくとも

契約締結日までの間は公表する。 

① 採用した企画提案書を提出した企業等の名称、住所、代表者氏名及び決定日 

② 企業毎、評価項目毎の評価得点及び合計点 

（7） 事業者特定後、特定事業者には情報を適切に管理するために「情報取扱者名簿」及び「情

報管理体制図」の提出を求める。その際、特定事業者には情報管理責任者・情報管理取扱

者・情報従事者・再委託先等について所属部署・役職指名等の情報を求めることとする。

書式や詳細については別紙2のとおりとする。 

（8） 概算予算額に含まれる消費税額は、公示日時点の消費税法（昭和63年法律第108号）に基

づく税率によるものとする。なお、当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額とする。 

（9） 本事業の成果物が東北運輸局以外の財産となる経費は、対象外とする。 

（10）その他事業実施に関し必要な事項等は協議により決定する。また、協議により当局の指示

があった場合にはその指示に従い作業を進めるとともに、東北運輸局は作業期間中、いつ

でもその作業状況の報告を求めることができるものとする。 

（11）契約履行に伴い生じた制作物の著作権は、東北運輸局に帰属するものとする。 

（12）談合等不正行為があった場合の違約金等については、以下のとおりとする。 

① 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、東北運輸局の請



 
求に基づき、契約額（この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約

額）の10分の1に相当する額を違約金として東北運輸局の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。 

一 この事業の契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭

和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注

者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことによ

り、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 7条の 2第 1項（独占禁止法第 8条

の3において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」

という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法

第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。） 

二 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2の規定に基づく排除措置命令（こ

れらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」とい

う。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者

等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合におけ

る当該命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第3条

又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は

第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象

となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る

事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したとき

は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除

く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該

当するものであるとき。 

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法

（明治40年法律第45号）第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1

項第1号に規定する刑が確定したとき。 

② 受注者が前項の違約金を東北運輸局の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、

当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計

算した額の遅延利息を東北運輸局に支払わなければならない。 

（13）「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和4年9月13

日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏

まえて人権尊重に取り組むよう努めること。  



 
別紙１ 

提 案 書 評 価 基 準 

 

提案書は、次に掲げる事項により評価、特定する。 

 

1．提案書を特定する評価項目と基準 

（1）業務内容の理解度：調査目的、業務内容について十分に理解していること。 

（2）提案内容の具体性：提案内容が具体性、妥当性、実現可能性を伴い優れていること。 

（3）提案内容の独創性：独自の発想に基づく提案内容が含まれていること。 

（4）業務遂行の確実性：実施体制等（人員と各自の資格、経験、手持ち業務量等を明記）、実施スケジ

ュール等の業務環境が提案内容を安定的に遂行できるものであること。 

 

2．企画提案者の「ワーク・ライフ・バランスと推進する企業」の評価項目関係 

以下の法令に基づく認定を受けた企業その他これに準ずる企業をワーク・ライフ・バランス等を推進

する企業として評価加点対象とする。 

（1）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号。以下「女性活躍推進法」     

という。）に基づく認定 

（2）次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。）に基づく認定 

（3）青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45年法律第98 号。以下「若者雇用促進法」という。）に  

基づく認定 

（4）女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を 

策定した企業（常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。） 

（5）次世代法第12条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を令和7 

年4月1日以降に策定又は変更した企業（常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。） 

※  外国法人については、「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱

要綱」（平成28年9月26日内閣府男女共同参画局長決定）。（以下「外国法人取扱要綱」という。）

に基づく上記の認定等に相当すると確認された企業を、ワーク・ライフ・バランス等推進企業

に準ずる企業として、評価対象とする。 

 

3．特定方法 

(1)企画競争委員会の委員が、企画提案内容を評価するために、上記１．（1）から（4）の各評価項目に

ついて1点から5点までの5段階評価を附す。 

(2)ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業については、別表による加点を行い、これを企画提案書

の合計点とする。 

(3)各委員の採点の合計点が委員数×20 点の 60％以上で、かつ、上記（2）を加点した合計点が最も高い

企画提案書を特定する。 

(4)合計点の最も高い企画提案書が複数ある場合には、そのうちから委員長が特定する。 

 （別表） 



 
 

＜ワーク・ライフ・バランス等推進企業に係る配点表＞ 

評価項目 認定等の区分 ※１ 

総合評価落札方式等［単位：％］ 

（総配点に占める割合） 

評価の相対的な重要度等に応じて配点 

ワーク・ライフ・バ

ランス等の推進に関

する指標 

女性活躍推進法に基

づく認定（えるぼし

認定企業・プラチナ

えるぼし認定企業）

等 

プラチナ 

えるぼし ※２ 

最大５％ 

５ 

えるぼし 

３段階目 ※３ 
４ 

え る ぼ し 

２段階目 ※３ 
３ 

え る ぼ し 

１段階目 ※３ 
２ 

行動計画 ※４ １ 

次世代法に基づく認

定（くるみん認定企

業・トライくるみん

認定企業・プラチナ

くるみん認定企業）

等 

プ ラ チ ナ 

くるみん ※５ 
５ 

くるみん（令和７年４月１

日以降の基準） ※６ 
４ 

くるみん（令和４年４月１

日～令和７年３月 31 日まで

の基準） ※７ 

３ 

トライくるみん（令和７年

４月１日以降の基準） ※

８ 

３ 

くるみん（平成 29 年４月１

日～令和４年３月 31 日まで

の基準）  ※９ 

３ 

トライくるみん（令和４年

４月１日～令和７年３月 31

日までの基準） ※10 

３ 

くるみん（平成29年３月31

日までの基準） ※11 
２ 

行動計画（令和７年４月１

日以降の基準） ※４，12 
１ 

若者雇用促進法に基づく認定 

（ユースエール認定企業） ４ 

 

 

 

 



 
※1  複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 

※2  女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定 

※3 女性活躍推進法第 9 条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必

要。 

※4 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定し

ている場合のみ）。 

※5 次世代法第15条の2の規定に基づく認定 

※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省 

令（令和６年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。）による改正後の次世代育成    

支援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づ 

く認定 

※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推 

進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりな

お従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則

第4条第1項第1号及び第2号に基づく認定（ただし、※9、11の認定を除く。） 

※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づ 

く認定 

※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省 

令（令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。）による改正前の次世代育成   

支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例に 

よることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に基づ 

く認定（ただし、※11の認定を除く。） 

※10 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和 6 年改正省令による改正前の次世代育成支援対策

推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定により

なお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規

則第4条第1項第3号及び第4号に基づく認定 

※11 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正す

る省令（平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。）による改正前の次世

代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第２条第３項の規定に基づく認定 

※12 次世代法第 12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令和6年

法律第42号）による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又

は変更を行ったもの 

    

 

 

 

      



 
別紙２ 

情 報 管 理 体 制 

 

① 受注者は、本業務で知り得た保護すべき情報（契約を履行する一環として受注者が収集、 

整理、作成等した情報であって、東北運輸局が保護を要さないことを同意していない一切 

の情報をいう。以下同様。）を適切に管理するため、次の履行体制を確保するとともに、 

東北運輸局に対し「情報取扱者名簿」及び「情報管理体制図」（別添様式例）を提出し、 

東北運輸局の同意を得ること。また、これらに記載した情報に変更がある場合は、予め東 

北運輸局の同意を得ること。 

 

（確保すべき履行体制） 

・本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲 

の者とすること。 

・本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩 

されないことを保証する履行体制を有していること。 

・東北運輸局が同意した場合を除き、受注者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライ 

センサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、 

業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の受注者以外の者に対して伝達又は漏洩され 

ないことを保証する履行体制を有していること。 

 

② 本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩しては 

ならない。ただし、東北運輸局が同意した場合はこの限りではない。 

 

③ 本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱 

い（返却・削除等）については、東北運輸局の指示に従うこと。 

 

④ 本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐 

れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等において直ち 

に東北運輸局へ報告すること。なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等 

がある場合には、東北運輸局が行う報告徴収や調査に応じること 

 

 



　

①　情報取扱者名簿 　　　※情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とする。

（※１） 本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。

（※２） 本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。

（※３） 本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。

※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。

②　情報管理体制
　

※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること（再委託先等も含む）。

③　その他

・情報管理規則等の内規を別途添付すること。

・必要に応じ、本別紙記載の内容を確認するため追加で提出を求める場合がある。

・別途提出している資料により必要な情報を確認できることを担当部局が認める場合には、当
該資料で代用することができる。

再委託先等 F

B

C

情報管理取扱者
（※２）

業務従事者（※
３）

D

E

別　添（様式例）

所属部署 生年月日等

A

情 報 取 扱 者

「情報取扱者名簿」及び「情報管理体制図」

情報管理責任者
（※１）

氏　名 会社名・住所

情報管理責任者

情報取扱管理者

業務従事者

再委託先等

C （経費情報管理）B （進捗状況管理）


